
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
開
催

　

鹿
児
島
県
弁
護
士
会
で
は
、
当

会
所
属
の
弁
護
士
を
派
遣
し
て
各

地
を
巡
回
す
る
形
で
の
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　

当
会
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
の

日
常
生
活
で
の
悩
み
事
や
ト
ラ
ブ

ル
に
専
門
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供

す
る
環
境
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

身
近
な
こ
と
か
ら
何
で
も
構
い

ま
せ
ん
の
で
、
遠
慮
な
く
利
用
く

だ
さ
い
。

※
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
予
約

制
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
日
時

　

12
月
20
日
（
金
）

　

午
後
１
時
～
４
時

○
場
所

　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
総
務
課
行
政
係

　

☎
（
86
）
１
１
１
１
［
直
通
］

風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

町
で
は
、
令
和
４
年
３
月
末
ま

で
の
期
間
に
限
り
、
昭
和
37
年
４

月
２
日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日

の
間
に
生
ま
れ
た
男
性
を
対
象
に

風
し
ん
の
抗
体
検
査
と
定
期
予
防

接
種
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
昭
和
47
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日
の
間
に

生
ま
れ
た
男
性
に
ク
ー
ポ
ン
券
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
風
し
ん
の
抗
体
検
査
を

受
け
た
人
の
う
ち
風
し
ん
抗
体
保

有
率
は
全
国
で
80
・
０
㌫
に
対

し
、
本
町
は
55
・
３
㌫
と
少
な
い

結
果
に
な
っ
て
お
り
、
６
月
か
ら

始
ま
っ
た
検
査
の
実
施
率
は
12
㌫

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

無
料
で
受
け
ら
れ
る
検
査
と
予

防
接
種
を
こ
の
機
会
に
受
け
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
保
健
課
保
健
予
防
係

　

☎
（
86
）
１
１
５
７
［
直
通
］

障
が
い
の
あ
る
か
た
の
出
張
相
談
会

　

ほ
く
さ
つ
障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
障
が
い
の

あ
る
か
た
の
就
職
や
生
活
の
相

談
、
企
業
の
障
が
い
者
雇
用
相
談

な
ど
に
応
じ
る
相
談
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。

○
日
程
＝
令
和
２
年
１
月
24
日（
金
）

○
時
間

　

・
午
前
10
時
～
12
時

　

・
午
後
１
時
～
３
時

○
場
所

　

役
場
鷹
巣
庁
舎
１
階
相
談
室

○
参
加
料
＝
無
料

　

希
望
さ
れ
る
か
た
は
連
絡
く
だ

さ
い
。
当
日
受
け
付
け
も
行
い
ま

す
が
、
順
番
待
ち
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

ほ
く
さ
つ
障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
６
（
29
）
５
０
２
２

均
等
・
均
衡
待
遇
に
関
す
る
相
談
窓
口

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労

働
法
お
よ
び
改
正
労
働
者
派
遣
法

が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

　

正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の
間

の
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁
止
さ

れ
、
正
規
雇
用
と
の
均
等
・
均
衡

待
遇
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

鹿
児
島
労
働
局
で
は
、
働
く
か

た
が
た
や
企
業
の
担
当
者
か
ら
の

疑
問
や
相
談
に
答
え
る
た
め
の
特

別
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り
開
設

し
て
い
ま
す
の
で
、
利
用
く
だ
さ

い
。

○
開
設
時
間

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

　
（
土
日
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

○
場
所

　

鹿
児
島
合
同
庁
舎
２
階

　
（
鹿
児
島
市
山
下
町
13
番
21
号
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
２
３
９

通
信
利
用
動
向
調
査
に
協
力
を

　

通
信
利
用
動
向
調
査
は
総
務
省

が
毎
年
行
っ
て
い
る
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
我

が
国
の
通
信
・
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
を
把
握
す
る
調
査
で
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
に

抽
出
し
た
世
帯
や
事
業
所
母
集
団

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
無
作
為
に
抽
出

し
た
企
業
に
回
答
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
記
入
さ
れ
た
情
報
は
厳
重
に

管
理
し
、
統
計
の
作
成
以
外
の
目
的

に
は
一
切
使
用
し
ま
せ
ん
。

　

集
計
さ
れ
た
結
果
は
国
の
政
策

づ
く
り
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
な

り
、
多
く
の
自
治
体
や
民
間
企
業

が
集
計
結
果
を
参
照
し
て
い
ま
す

の
で
、　

皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

一
般
社
団
法
人
輿
論
科
学
協
会

　

☎
０
１
２
０
（
４
６
０
）
３
８
３

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

　

第
39
回
か
ら
い
も
交
流
・
春
ホ

ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
募
集
し
ま

す
。

　

日
本
の
大
学
に
い
る
外
国
人
留

学
生
を
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
し

て
受
け
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
受
け
入
れ
期
間

　

令
和
２
年
３
月
８
日（
日
）～
22
日（
日
）

○
申
込
期
限

　

令
和
２
年
１
月
31
日
（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
か
ら
い
も
交
流
事
務
局

　

☎
０
９
０
（
１
９
２
６
）
８
３
８
０

小
型
船
舶
免
許
更
新
講
習

　

小
型
船
舶
免
許
の
更
新
講
習
を

開
催
し
ま
す
。

○
期
日
・
時
間

　

令
和
２
年
２
月
２
日
（
日
）

　

受
付　

午
後
２
時
～
２
時
20
分

　

講
習　

午
後
２
時
30
分
～

○
場
所

　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

　

３
階
大
会
議
室

○
対
象

　

有
効
期
限
が
１
年
２
カ
月
以
内

に
切
れ
る
免
許
証
ま
た
は
失
効
し

た
免
許
証

○
当
日
持
参

　

①
操
縦
免
許
証
②
認
印
③
料
金

　

④
住
民
票（
本
籍
記
載
の
も
の
）

　

※
住
所
記
載
の
無
い
免
状
の
場

　

合
ま
た
は
記
載
事
項
に
変
更
が

　

あ
る
場
合

○
料
金
・
講
習
時
間

　

更
新
＝
９
千
円
（
１
時
間
）

　

失
効
＝
１
万
５
千
円（
２
時
間
20
分
）

（
送
料
・
写
真
代
含
む
）

※
写
真
は
当
日
撮
影
し
ま
す
。

※
で
き
る
だ
け
事
前
に
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、
視
力
検
査
も
実
施
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

入
枝
海
事
事
務
所

　

☎
０
９
９
（
２
８
１
）
７
７
５
３

放
送
大
学
入
学
生
募
集

　
放
送
大
学
で
は
、
４
月
入
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
出
願
期
限

　

・
１
回
目

　
　

令
和
２
年
２
月
29
日
（
土
）

　

・
2
回
目

　
　

令
和
２
年
３
月
17
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
（
２
３
９
）
３
８
１
１

12月は
　町県民税（4期）
　国民健康保険税（6期）
　介護保険料（6期）
　後期高齢者医療保険料（6期）　の納付月です。

『納付期限は 12 月 27 日（金）』

　町では、12月を「町税完納月間」、県では「県
下一斉国保税滞納整理月間」と定め、町税の確保
に努めています。
　軽自動車税、固定資産税、町県民税、国民健康
保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納
付は 12 月 27 日（金）が最後の納付期限となり
ます。
　各納付期限が未納となっているかたは早めの納
付をお願いします。
　口座振替のかたは 25日（水）が振替日なので、
預金残高の確認をお願いします。
　税金は、私たち町民が豊かで安心した暮らしを
送るための社会共通の会費です。税に対するご理
解とご協力をお願いします。

Tax ews

◎問い合わせ先
　役場税務課管理収納係　
　☎（86）1172［直通］

町税の年内完納にご協力ください！ ～ 12月は町税完納月間～

1415


